
介護分野の文書に係る負担軽減に関する日本歯科医師会の意見 

 

介護分野の文書に係る負担軽減に関して、以下の通り、提案いたします。 

１．医療介護を総合的に確保・推進する見地から、医療における訪問歯科衛生指導と

歯科衛生士による居宅療養管理指導の文書および記載の量が違うことは課題と

考える。 

２.歯科訪問診療の実施とその後の居宅療養管理指導の実施率には相当程度の

差があるのが現状である。実施率が低率である理由として、歯科衛生士によ

る居宅療養管理指導の文書記載の煩雑さが挙げられていることから、改善を

求める。 

 

 

令和元年 8月 28 日 
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